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川井さんの資料（32頁）につきる



移籍制限のほぼ唯一の経済合理的説明

＝育成費用の負担

（＝投資利益の保護）

原則： で必要十分



問題は

「適正な」金銭補償をいかに定めるか？

①誰が？

②どんな仕組みで？



①川井さんの資料（3頁）が便利



②残余請求権をもつのは誰なのか？

• 本源的な資源は選手のコントロール下にあるのか
（才能、エフォート）？

• チームのビジネス戦略のほうが本源的なのか？

が
(residual claim) をもつ



②残余請求権をもつのは誰なのか？

(A)固定移籍金

• 選手が本源的資源の場合

⇒チームの取り分 ：固定

選手の取り分 ：残り

• チームが本源的資源の場合

⇒チームの取り分 ：残り

選手の取り分 ：固定



②残余請求権をもつのは誰なのか？

(B) 変動移籍金

⇒チームの取り分 ：移籍先が選手に支払う一定割合

（チームが本源的資源であるほど割合は大きくなり、選
手が本源的であるほど割合は小さくなる。）

Cf) 株式への投資と似ている



※情報開示の重要性

• 株式市場における情報開示の重要性のアナロ
ジー

– 会計基準の設定と公認会計士制度

• ステークホルダーへの情報開示は適正な移籍
金を設定するうえで不可欠



注意点

• 交渉力較差をつくりだすことを目的とした競争制
限はコメントの外

（競争法の本来的意図）

• 残念ながら、実証的根拠には欠ける。

– スポーツ界の取引の不透明さ

– ぜひ、データ構築に積極的関与を！


